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１．２０２６年４月１日以降のＪＲ東労組組合員・社員の職務能力給を 

一律１8，０００円（定期昇給を含まない）引き上げること。 

２．２０２６年４月１日以降のエルダー組合員・社員の基本賃金を１8，０００円引き

上げること。 

３．２０２６年４月１日以降のセカンドキャリアスタッフ組合員・社員の基本賃金を 

１8，０００円引き上げること。 

４．現行の定期昇給額の水準を維持した昇給を実施すること。 

５．回答については、２０２６年３月１６日から１９日までとすること。 

１．役割遂行賃金の３．２ヶ月とすること。 

２．新制度移行に伴う変動要素を加味し一律５万円支給すること。 

３．支払いについては２０２６年６月２６日までとすること。 

４．回答については、２０２６年３月１６日から１９日までとすること。 

・社員一人当たりの売り上げは過去最高を更新。２０２６年３月期営業収益は過

去最高予想。支払い能力は十分にある！ 

・４年連続で実質賃金は減少し、賃金が物価高に追いついていない。 

・団体交渉軽視・労働組合軽視とも受け取れる通知で、ベアと手当を抑制する姿

勢は許さない！ 
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